
 
 

 

 

 

皆様のご意見を募集します 

■ 募 集 期 間■ 

平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 1 月 24 日（火） 

 

 

札幌市では、「８０２０運動」を推進するため、平成１４年に策定した札幌市健康づくり基本計

画「健康さっぽろ２１」において、健康づくりを進める重要な課題の一つに「歯の健康」を位置づ

け、歯科疾患(むし歯・歯周病)の予防、かかりつけ歯科医の推進に取り組んできました。 

国は、平成２４年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を策定し、自治体における歯科

口腔保健対策の一層の推進を求めています。 

これらを受け、平成２６年に策定した「健康さっぽろ２１（第二次）」（平成２６年度～平成３５

年度）では、全体目標を達成するための基本要素の一つとして「歯・口腔の健康」を位置づけてい

ますが、その実現に向けた具体的な取組や、要介護者の口腔ケア対策など関係機関との連携による

歯科口腔保健のさらなる充実が求められていることから、札幌市生涯歯科口腔保健推進計画（案）

をまとめました。 

つきましては、計画の策定・推進にあたり参考にさせていただくため、広く市民の皆様から、ご

意見を募集いたします。 

本計画案や、別に配布しています計画案概要をご覧のうえ、本計画案または計画案概要の最終ペ

ージにある意見募集用紙か、これに準じた様式で、ご意見をお寄せください。 

なお、お寄せいただいたご意見につきまして、集約したうえで札幌市の考え方とあわせて、別途公

表させていただきます。 

 

 

 

札幌市保健所 

 

市政等資料番号

01-F06-16-1865



 
 

  意 見 募 集 要 領 
 

1 意見募集期間 

平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 1 月 24 日（火）【必着】 

 

2 意見の提出方法 

(1) 郵送の場合 

最終ページの意見募集用紙を下記の「提出先・お問い合わせ先」に郵送してください。 

※お名前、ご住所等の必要事項をご記入いただければ様式は問いません。 

(2) FAX の場合 

最終ページの意見募集用紙を、011-622-7221 に送信してください。 

(3) E メールの場合 

shikahoken@city.sapporo.jp 

(4) ホームページから送信する場合 

 http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/shikakeikaku/index1.html 

札幌 歯科保健計画 検索 

(5) 直接持参される場合 

下記「提出先・お問い合わせ先」まで 

受付時間：平日午前 8：45～午後 5：15 まで 

 

3 提出先・お問い合わせ先 

担当部署名：札幌市保健福祉局保健所健康企画課 

住所：〒060-0042 札幌市中央区大通西 19 丁目ＷＥＳＴ19 ビル 3階 

電話番号：011-622-5151 

ＦＡＸ番号：011-622-7221 

Ｅメール：shikahoken@city.sapporo.jp 

 

≪参考≫資料（本書・概要版）配布場所 

◇市役所本庁舎（2階 市政刊行物コーナー） 

◇保健所（3階 健康企画課） 

◇各区役所（市民部総務企画課広聴係） 

◇各まちづくりセンター 

◇児童会館 

◇健康づくりセンター 

 

 

 

※ご注意 
〇お電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承ください。 
〇ご意見の提出にあたっては、お名前・ご住所をご記入ください。 
（ご意見の概要を公表する際は、お名前・ご住所は公開しません。） 
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第１章 計画の策定にあたって                      

１ 策定の背景 

     札幌市では、「８０２０運動」を推進するため、平成１４年１２月に策定した札幌

市健康づくり基本計画「健康さっぽろ２１」において、健康づくりを進める重要な

課題の一つに「歯の健康」を位置付け、歯科疾患(むし歯・歯周病)の予防、かかり

つけ歯科医の推進に取り組んできました。 

国においては、平成２３年に制定された「歯科口腔保健の推進に関する法律」（以

下「歯科口腔保健法」という。）に基づき、平成２４年に「歯科口腔保健の推進に関

する基本的事項」（以下「国の基本的事項」という。）を策定し、地方公共団体にお

ける歯科口腔保健対策の一層の推進を求めています。 

一方、北海道においては、平成２１年に制定された「北海道歯・口腔の健康づく

り８０２０推進条例」に基づき、平成２５年３月に新たな「北海道歯科保健医療推

進計画（８０２０歯っぴいプラン）」を策定し、乳幼児から高齢者まですべての道民

の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりを推進しています。 

これらを受け、平成２６年３月に策定した「札幌市健康づくり基本計画 健康さ

っぽろ２１（第二次）」(以下「健康さっぽろ２１（第二次）」という。)（平成２６

年度～平成３５年度）では、全体目標である「健康寿命の延伸」、「健康格差の縮小」、

「すこやかに産み育てる」を達成するための基本要素の一つとして「歯・口腔の健

康」を位置づけていますが、その実現に向けた具体的な取組や、要介護者の口腔ケ

ア対策など関係機関との連携による歯科口腔保健のさらなる充実が求められていま

す。 

そこで、保健・医療・福祉などの関係機関や地域の関係組織と連携を図り、乳幼

児から高齢者まで生涯にわたる歯科口腔保健対策を総合的かつ計画的に推進するた

め、札幌市生涯歯科口腔保健推進計画「さっぽろ８０２０推進プラン」を策定しま

した。   
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２ 計画策定の趣旨 

  ２０本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。

そのため、「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めて、

１９８９年に厚生省（当時）と日本歯科医師会により、８０歳になっても２０本以

上自分の歯を保つことを目指す「８０２０（ハチマルニイマル）運動」が提唱され

ました。 

自分の歯を２０本以上維持している人は、認知症の発症や転倒する危険性が低い

ことなどが報告されており、歯と口の健康を維持・増進することにより、健康寿命

の延伸に重要な役割を果たしていることが明らかとなっています。１） 

歯と口の健康を維持するためには、歯磨きや食事の時によく噛むことなどのセル

フケアとともに、かかりつけ歯科医によるプロフェッショナルケアが必要とされて

おり、両者は車の両輪に例えられています。２） 

 

図１ プロフェッショナルケアとセルフケア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯にわたって歯と口の健康を守るため、セルフケアの習慣をもち、かかりつけ

歯科医による定期的な歯科健診を受けることで、むし歯や歯周病などの歯科疾患の

予防や食べる力３）を維持し、８０２０運動を進めます。 

 

 

 

 

 

１）「健康長寿社会に寄与する歯科医療・口腔保健のエビデンス」2015 年（公益社団法人日本歯科医師会） 

 ２）「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導マニュアル」平成 21 年（公益社団法人日本歯科医師会） 

３）食べる力：食べ物を、噛み飲み込む機能（咀嚼嚥下機能） 

出典：日本歯科医師会 
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3 計画の位置づけ 

  札幌市では、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の個別計画である「健康さっぽろ

２１（第二次）」を策定し、市民が地域とのつながりの中で、すこやかに心豊かに生

活できる社会の実現のため、計画の推進に取組んでいます。 

  本計画は「健康さっぽろ２１（第二次）」に定める「歯・口腔の健康」に関する実

施計画であり、「歯科口腔保健法」、「国の基本的事項」を踏まえた歯科口腔保健推進

計画です。 

なお、「さっぽろ医療計画」などの関連計画と整合を図り、北海道が策定する「北

海道歯科保健医療推進計画」と調和を保つものとします。  

  

図２ 札幌市生涯歯科口腔保健推進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

  「健康さっぽろ２１（第二次）」の計画期間は、平成２６年度から平成３５年度で

あることから、本計画の期間は平成２９年度から平成３５年度までの７年間としま

す。 

また、社会情勢等の変化に応じて計画の見直しを行います。  

 

 

 

 

 

札幌市生涯歯科口腔保健推進計画

国

関連する主な計画

北海道

○歯科口腔保健の推進に
関する法律

○歯科口腔保健の推進に
関する基本的事項

第2次札幌市食育推進計画

札幌市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

さっぽろ医療計画

○北海道歯・口腔の健康
づくり8020推進条例

○北海道歯科保健医療推
進計画

札幌市まちづくり戦略ビジョン

個

別

計

画

札幌市健康づくり基本計画
「健康さっぽろ２１（第二次）」

札幌市地域福祉社会計画

さっぽろ障がい者プラン

＜図2＞
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第２章 計画の体系                  

１ 基本理念 

  歯と口の健康は、すべてのライフステージにおいて、質の高い健康的な生活を送

るために重要な要素であることから、８０２０運動を推進し、市民が笑顔でいきい

きと暮らすまちを目指すことを計画の基本理念とします。  

 

 

 

 

 

２ 重点施策と基本施策   

「健康さっぽろ２１（第二次）」における基本要素である「歯・口腔の健康」の取

組方針、及び国の基本的事項を踏まえ、ライフステージごとの歯科疾患の特性を考

慮して、５つの施策を設定します。 

 

 ○ かかりつけ歯科医をもつ人を増やします (全ライフステージ） 

  全てのライフステージにおいて、かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診や

口腔ケアを継続して受けることにより、８０２０運動の推進を図ります。 

 

 ○ 歯と口の健康づくりを推進するための環境を整備します(全ライフステージ) 

  障がい者（児）、要介護者等を含めた歯と口の健康づくりを推進するために、保健・

医療・福祉などの関係機関や地域の関係組織が、連携・協力して取り組める環境を

整備します。 

 

 ○ むし歯や歯肉炎のない子どもを増やします （乳幼児期・学齢期） 

  乳幼児期・学齢期は、８０２０運動の入り口であり、生涯にわたる歯と口の健康

づくりのため、むし歯に加え歯周病につながる歯肉炎の予防を進めます。 

 

 ○ むし歯や歯周病のある人を減らします （妊娠期・成人期） 

  妊娠期・成人期では、８０２０を目指すために、むし歯や歯周病の予防とともに、

早期発見・早期治療を図ります。 

  

 ○ 高齢になっても自分の歯を有し、食べる力が良好な人を増やします(高齢期) 

  高齢期では、噛む（咀嚼）機能の維持とともに、飲み込む（嚥下）機能を維持し

ます。   

基本理念 

「8020 運動推進のまち・笑顔のまち さっぽろ」 

子どもから高齢者まで誰もが歯と口の健康を保ち、 

いきいきと暮らせるよう 8020 運動を推進します 

－4－



 

５つの施策において、「かかりつけ歯科医をもつ人を増やします」は、治療だけで

はなく、定期的な歯科健診や口腔ケアを全ライフステージにおいて継続して受ける

こと、また、「むし歯や歯肉炎のない子どもを増やします」は、乳幼児期・学齢期が

生涯にわたる歯と口の健康づくりの基礎であること考慮し、本計画における重点施

策と位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 「健康さっぽろ２１（第二次）」の取組方針と「札幌市生涯歯科口腔保健推進計画」の施策 

・かかりつけ歯科医を持つ人を増やします 

・むし歯や歯周疾患のある人を減らします 

・むし歯のない子どもを増やします 

・高齢になっても自分の歯を有する人を増やします 

・高齢になっても咀嚼機能が良好な人を増やします 

重点施策 

・かかりつけ歯科医をもつ人を増やします            

・むし歯や歯肉炎のない子どもを増やします 

基本施策 

・むし歯や歯周病のある人を減らします         

・高齢になっても自分の歯を有し、食べる力が良好な人を増やします 

・歯と口の健康づくりを推進するための環境を整備します    

札幌市生涯歯科口腔保健推進計画の施策 

健康さっぽろ 21（第二次）取組方針

図４ 施策とライフステージの位置づけ 

かかりつけ歯科医をもつ人を増やします

むし歯や歯肉炎の
ない子どもを増や
します

むし歯や歯周病のあ
る人を減らします

高齢になっても自分
の歯を有し、食べる
力が良好な人を増や
します

歯と口の健康づくりを推進するための環境を整備します

乳幼児期・学齢期 高齢期妊娠期・成人期

重
点
施
策

基
本
施
策

＜図４＞
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第３章 施策の具体的取組                  

１ 重点施策 

 １-１「かかりつけ歯科医をもつ人を増やします」（全ライフステージ） 

 

○ 現状と課題 

  「かかりつけ歯科医」に関する市民の認識について、平成２６年度市政世論調査に

よると、かかりつけ歯科医がいる人（１８歳以上）の割合は、63.6％となっていま

す。 

このうち、症状の有無に関係なく定期的にかかりつけ歯科医に行く人の割合は

23.0%、治療など症状がある時に受診する人の割合は、77.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「歯の健康のために気を付けていること」として、「定期的に歯科健診を受

ける」と回答した人の割合（１８歳以上）は 19.2％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ歯科医とは、「ライフサイクルに沿って、歯と口に関する保健・医療・

福祉を提供し、地域に密着した幾つかの必要な役割を果たすことができる歯科医」

と定義されていますが４）、市民の多くは、症状があった時に受診する歯科医である

ととらえ、歯科疾患の早期発見・早期治療につながっていないのが現状です。 

 

４）公益社団法人日本歯科医師会 https://www.jda.or.jp/go/dental.html 

図５ かかりつけ歯科医の有無 図６ どんな時にかかりつけ歯科医にいくか

図７ 歯の健康のために気をつけていること 

いる

63.6％
いない

33.2％

無回答

3.1％
回答数 1372

図５ かかりつけ歯科医の有無

平成２６年度市政世論調査(１８歳以上）

77.9

23

14.9

2.6

0.3

0 50 100

痛み等症状や

気になることがあった時

症状の有無に関係なく

定期的に行く

歯科医院から歯科健診

受診等の通知があった時

その他

無回答

（％）

図６ どんな時にかかりつけ歯科医にいくか

平成２６年度市政世論調査（１８歳以上）

65.4

30.0

19.2

18.9

12.3

10.6

8.6

8.6

2.0

17.1

3.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

歯磨きを1日２回以上

歯間ブラシも使用している

定期的に歯科健診を受ける

歯石は年1回以上取るようにしている

歯ごたえのあるものよくかむ

間食の回数を控える

禁煙する

甘いものを控える

その他

特に何も気をつけていない

無回答

図7 歯の健康ために気をつけていること

平成２６年度市政世論調査(１８歳以上）

（％）
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○ 取組の方向性 

生涯にわたって歯や口の健康を保つため、セルフケアの実践とともに、かかりつけ

歯科医による定期健診や口腔ケアを受けることの重要性について、幅広く情報発信を

行い普及啓発します。 

 

○ 具体的取組 

  

○ 指標（目標値） 

●：毎年度評価指標を算出 

 ※１：平成２８年８月調査結果 ※２：平成２８年４月調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組・事業 内容 担当部 

かかりつけ歯科医の普及

啓発活動 

・企業との連携によるイベント      (強化) 

・ホームページの充実           （強化） 

・さっぽろ市歯周病検診を活用した普及啓発 

                    （強化） 

保)保健所 

歯と口の相談窓口の周知 ・歯と口の健康に係る各種相談        （強化） 保)保健所 

 現状値 目標値 

●かかりつけ歯科医のいる１歳６か月児の割合  32.0％(Ｈ28)※１ 45% 

●かかりつけ歯科医のいる３歳児の割合 65.9％(Ｈ28)※２ 75% 

定期的に歯科健診を受ける人の割合（18 歳以上） 19.2％(Ｈ26) 30% 

－7－



 

１-２「むし歯や歯肉炎のない子どもを増やします」（乳幼児期・学齢期） 

 

○ 現状と課題 

 (1)乳幼児期 

   札幌市では、１歳６か月児・３歳児・５歳児健康診査時に歯科健診を実施してい

ます。 

１歳６か月児歯科健診で、むし歯になるおそれのある幼児（O2 型）の割合は、32.9％

（平成２６年度）と近年は横ばいで推移しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、３歳児歯科健診におけるむし歯のない３歳児の割合は、83.3％（平成２６

年度）と近年増加しており、全国平均を上回っています。しかし、区ごとに比較す

ると、むし歯のない３歳児の割合が最も高い区と最も低い区で、１１ポイントの差

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 平成２６年度区別むし歯のない３歳児の割合（％）  （札幌市衛生年報） 

 

札幌市 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区

83.3 89.2 85.5 80.7 81.1 85.4 82.4 81.3 85.5 83.4 78.1

図８ １歳６か月児歯科健診結果とＯ２型の推移（１歳６か月児歯科健診結果 平成２２年度～平成２６年度） 

図９ むし歯のない３歳児の割合（３歳児歯科健診結果 平成２２年度～平成２６年度） 

札幌市衛生年報

（％）

33.2 31.9 34.0 33.6 32.9

97.7 97.4 97.3 97.6 97.8

0

20

40

60

80

100

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

Ｏ2型

むし歯のない割合

（％）

札幌市衛生年報

図8 １歳６か月児歯科健診結果とO２型の推移 （１歳６か月児歯科健診結果 平成２２年度～平成２６年度）
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図9 むし歯のない３歳児の割合 （３歳児歯科健診結果 平成２２年度～平成２６年度）
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(2)学齢期 

   学齢期では、学校保健安全法に基づき一年に一度歯科健診を実施しています。 

むし歯のない１２歳児の割合は、札幌市学校保健統計調査（平成２７年度）にお

いて、54.5％と最近６年間では増加傾向にありますが、全国平均の 62.2%と比べ低

い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、１２歳児の一人平均う歯数は 1.1 本と減少傾向にありますが、全国平均の

０.９本と比べ多い状況です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、歯肉炎のある１２歳児の割合は 2.6％と全国平均 4％より低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  乳幼児期では、むし歯になるおそれのある１歳６か月児が横ばい傾向であり減少

していないこと、むし歯のない３歳児の割合が区ごとで差があること、学齢期では、

１２歳児のむし歯のない子の割合が全国平均と比べて低いことが課題です。 

図１０ むし歯のない１２歳児の割合（学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度）

図１１ １２歳児の一人平均う歯数（学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度） 

図１２ 歯肉炎のある１２歳児の割合（学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度）
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（％）

図10 むし歯のない１２歳児の割合 （学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度）
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図１１ １２歳児の一人平均う歯数 （学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度）
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図１２ 歯肉炎のある１２歳児の割合 （学校保健統計調査 平成２２年度～平成２７年度）
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○  取組の方向性 

  乳幼児期においては、年齢に応じたセルフケアの方法について周知し、むし歯予

防に効果のあるフッ化物の利用について推進します。 

また、各区における歯科保健の状況を把握・分析し、それぞれの状況に応じた対

策を講じます。 

 学齢期においては、歯の磨き方などむし歯や歯周病の予防につながる生活習慣の

形成を図るため、保健指導や普及啓発を強化します。 

 

○  具体的取組 

 

○ 指標（目標値） 

●：毎年度評価指標を算出 

【健】：「健康さっぽろ２１（第二次）」「歯・口腔の健康」指標 

 

 

 

 

 

 

  

取組・事業 内容 担当部 

乳幼児期のむし歯予防対策 ・乳幼児健康診査時の歯科健診        （継続） 

・むし歯予防教室                 （強化） 

・フッ化物利用の推進                （強化） 

・幼稚園・保育園への普及啓発         （新規） 

保)保健所 

区)保健福祉部 

子）子ども育成部 

  子育て支援部 

学齢期のむし歯・歯周病対

策 

・学校における歯科(歯・口腔)健診   （継続） 

・小中学生への普及啓発              （強化） 

保)保健所 

教)学校施設担当部

さっぽろ 8020 セミナー 

   キッズ編 

・児童会館や各種子育てサロン等で乳幼児・学童 

を対象とした普及啓発              （新規） 

保)保健所 

子)子ども育成部  

子育て支援部 

現状値 目標値 

●むし歯のない３歳児の割合【健】 83.3%(Ｈ26） 90% 

●むし歯のない１２歳児の割合【健】 54.5%(Ｈ27） 65% 

●むし歯になるおそれがある１歳６か月児(O2 型）の割合 32.9%(Ｈ26） 20% 

●歯肉炎のある１２歳児の割合 2.6%(Ｈ27）  2% 
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２ 基本施策 

２-１「むし歯や歯周病のある人を減らします」（妊娠期・成人期） 

 

○ 現状と課題 

(1)妊娠期 

  妊娠期は、つわりの影響で十分な歯磨きができないことや、女性ホルモンの増加

により歯と口腔のトラブルが生じやすい時期です。 

  特に妊娠期の歯周病は、低出生体重児や早産の原因になることが報告 5)されてい 

ることから、歯科健診により歯周病の早期発見・早期治療につなげることが必要で

す。 

また、札幌市が実施している妊産婦歯科健診の妊婦受診率は、4.3％（平成２６年

度）であり、受診者の 36.9％が要治療と判定されています。 

 そこで、安全安心な出産を迎えるため、札幌市が実施している妊産婦歯科健診以

外の受診状況等を把握し、妊産婦が歯科健診を受診しやすい環境の整備が必要です。 

 

(2)成人期 

  札幌市における歯周炎を有する人の割合は、「さっぽろ市歯周病検診」における平

成２７年度実施結果から、４０歳で 48.5％、５０歳で 53.5％、６０歳で 55.4％とな

っており、政令市平均（平成２６年度実施状況調査 １２政令市回答）と比べて高

い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)「歯周病と生活習慣病の関係」平成 17 年（公益財団法人 8020 推進財団） 

 

図１３ 歯周炎を有する人の割合（４０歳・５０歳・６０歳） 
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図１３ 歯周炎を有する人の割合 （４０歳・５０歳・６０歳）
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成人期では、歯周炎の割合が他政令市と比べて高いことに加え、歯周病の早期発見・

早期治療につながる「さっぽろ市歯周病検診」の受診率が低いことが課題となって

います。 

そのため、平成２７年度から４０・５０・６０・７０歳を対象とした歯周病検診

の受診券個別送付を開始した結果、受診率は 1.9％と前年度（平成２６年度 0.6％）

と比べ増加しましたが、いまだ低い状況です。 

 

○  取組の方向性 

  妊娠期においては、妊娠と歯周病の関係性や歯科健診の必要性について周知を強

化します。また、乳幼児健診時に妊娠中の歯科健診受診状況等について調査を実施

し、妊娠期に歯科健診を受診しやすい環境の整備に努めます。 

成人期では、歯周病検診の受診率向上のため、一般社団法人札幌歯科医師会（以

下「札幌歯科医師会」という。）と連携して未受診者への受診勧奨を行うなど、「さ

っぽろ市歯周病検診」を推進します。 

また、歯周病は糖尿病などの全身疾患に深い関わりがあることや、喫煙が歯周病

の重症化リスク因子であることについて広く周知します。 

 

○ 具体的取組 

  

  

 

  

取組・事業 内容 担当部 

妊娠期の歯科保健対策 

 

・歯科健診受診状況調査       （新規）

・妊産婦歯科健診          （継続）

・妊産婦歯科健診受診勧奨       （継続）

・母親教室での保健指導         （継続）

保)保健所 

区)保健福祉部 

成人期の歯科保健対策 ・さっぽろ市歯周病検診         （継続） 保)保健所 

図１４ さっぽろ市歯周病検診受診率（平成２２年度～平成２７年度） 
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図１４ さっぽろ市歯周病検診受診率 （平成２２年度～平成２７年度）
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○ 指標(目標値) 

  ●：毎年度評価指標を算出 

 【健】:「健康さっぽろ２１（第二次）」「歯・口腔の健康」指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状値 目標値 

●妊婦歯科健診の受診率 4.3%(Ｈ26)  8%   

●４０歳で歯周炎を有する人の割合【健】 48.4%(Ｈ27) 37%   

●５０歳で歯周炎を有する人の割合 55.2%(Ｈ27) 45%  

●６０歳で歯周炎を有する人の割合【健】  55.4%(Ｈ27) 45%   

●６０歳で２４本以上歯を有する人の割合【健】 79.7%(Ｈ27) 90%  

●さっぽろ市歯周病検診の受診率   1.9%(Ｈ27) 10%  
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２-２「高齢になっても自分の歯を有し、食べる力が良好な人を増やします」(高齢期) 

 

○  現状と課題 

  札幌市における歯周炎を有する人の割合は、「さっぽろ市歯周病検診」における平

成２７度実施結果によると、７０歳で 59.2％となっており、政令市平均（平成２６

年度実施状況調査結果 １２政令市回答）の 59.9％と比べてほぼ同じ状況です。な

お、札幌市における１人平均現在歯数は、７０歳で 22.1 本となっています。 

市民の「噛んで食べる時の状態」について、平成２６年度市政世論調査の結果か

ら、「何でも噛んで食べることができる人」は、７０歳以上で 57.4%となっており、

平成２５年度生活習慣調査結果における全国の 62.9％と比べて低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、札幌市における口腔がんによる死亡率はがん全体のおよそ１％ですが、国立

研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターの統計によると、口腔がん

の罹患率は、男女とも 40 歳代後半から増加し始め、高齢になるほど高くなるとの報告

があります。 

口腔がんの認知度については、平成２６年度市政世論調査で 79.1%と高いものの、口

腔がんを自己観察で発見できることを知っている人の割合は、27.0%にとどまっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度市政世論調査 

図１５ 噛んで食べる時の状態（平成２６年度） 

図１６ 口腔がんの認知度（平成２６年度） 図１７ 口腔がんの自己発見の認知度（平成２６年度）

76.7

88.9

95.8

94.5

86.7

75

59.3

57.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

18～19歳
20～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

何でも噛んで食べること

ができる
一部噛めない食べ物が

ある
噛めない食べ物が多い

噛んで食べることはでき

ない

平成26年度市政世論調査

図15 噛んで食べる時の状態（平成26年度）
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図１６ 口腔がんの認知度（平成26年度）
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図１６ 口腔がんの認知度（平成26年度）
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噛む機能は、筋肉や舌などを意識的・反射的に反応させ、脳や身体に刺激を与え

るので、脳の老化を防ぎ運動機能を高めます。飲み込む機能は、低下すると栄養失

調や口腔内細菌が誤って肺に入って発症する「誤嚥性肺炎」などの病気にかかりや

すいことから、健康維持に重要な機能です。 

噛む機能を維持するにあたっては、歯周病などによる歯の喪失を防ぐため、定期

的な歯科健診など、かかりつけ歯科医によるプロフェッショナルケアを受けること

が必要です。また、飲み込む機能の維持・向上にあたっては、加齢による筋力低下

を防ぐため、口腔体操を含めた口腔ケアが大切です。 

また、口腔がんは、自分で初期の病変を見つけることが概ね可能ですが、現状で

は進行がんで見つかることが多く、手術が必要になった場合は口腔機能を損ない、

食べる力の低下につながります。食べる力を維持するためにも、口腔がんの早期発

見が重要であることから、口腔がんの自己観察方法に関する普及啓発を強化するこ

とが必要です。 

 

○ 取組の方向性 

定期的に歯科健診を受けることや、口腔ケアを行うことの必要性について普及啓

発をします。  

口腔がんの自己観察方法の普及啓発を強化します。 

 

○ 具体的取組 

 

○ 指標（目標値） 

 ●：毎年度評価指標を算出 

【健】：「健康さっぽろ２１（第二次）」「歯・口腔の健康」指標 

 

 

 

取組・事業 内容 担当部 

高齢期の歯科保健対策 

 

・さっぽろ 8020 セミナー 高齢者編（新規） 

・口腔がん予防啓発        （強化） 

・さっぽろ市歯周病検診      （継続） 

保)保健所 

現状値 目標値 

●自分の歯を２０本以上有する７０歳以上の人の割合 39.7%(Ｈ27） 50% 

口腔がんを自分で発見できることを知っている人の割合

６０歳以上  
33.6%(Ｈ26） 50% 

７０歳代で咀嚼が良好な人（咀嚼良好者）の割合【健】 ― 75% 

７０歳代で飲み込む機能が良好な人の割合 ― 85% 
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２-３「歯と口の健康づくりを推進するための環境を整備します」(全ライフステージ) 

 

○ 現状と課題 

歯と口の健康づくりを推進するためには、保健・医療・福祉などの関係機関や地

域の関係組織が連携、協力して取り組める環境整備や、災害時の歯科医療体制の充

実が必要です。 

 

 (１)医科歯科連携、歯科と介護の連携及び在宅歯科医療 

  歯と口の健康は、全身の健康と関わっており、歯周病は糖尿病や心疾患などの関

連が多いと報告されています。また、がん患者の術後や脳卒中患者の誤嚥性肺炎を

防ぐため、医科歯科連携による適切な口腔ケアを実施することが必要です。 

要介護者においては、認知症や高齢化が進むと誤嚥が起こりやすくなることに加

え、咳などの反射機能も弱くなり、誤嚥した物を吐き出すことができなくなること

から、誤嚥性肺炎に罹る割合が高いと言われています。適切な口腔ケアにより、口

の中を清潔に保つことで肺炎を予防するため、歯科と介護等関係機関の連携が必要

です。6) 

また、人口１０万あたりの在宅医療を担う歯科診療所（在宅療養支援歯科診療所）

は、札幌市においては 4.9 か所となっており、政令指定都市平均の 5.4 か所と比較

すると少ない状況です。（平成２８年１月１日現在） 

 

(２) 障がい者（児）の歯科医療 

一般社団法人札幌歯科医師会口腔医療センター（以下「口腔医療センター」とい

う。）で、昭和５７年から障がい者(児）診療を実施しており、平成２７年度は１，

０５１人（延４，５７９人）が受診しています。 

北海道においては、平成１７年度から一般社団法人北海道歯科医師会に委託し、

道内の歯科医師に対する研修を行った上で、北海道障がい者歯科医療協力医として

指定しており、障がい者（児）が、身近な地域で歯科治療や歯科相談を受けられる

体制を構築しています。札幌市内では、平成２８年４月現在、７０歯科医療機関が

北海道障がい者歯科医療協力医に指定されており、適切な歯科保健医療サービスを

提供していますが、認知度が低い状況です。 

また、障がい者(児)等の入所施設における歯科健診を充実していくため、歯科健

診の実施状況などについて把握する必要があります。 

 

 

 

 

6）「健康長寿社会に寄与する歯科医療・口腔保健のエビデンス」2015 年（公益社団法人日本歯科医師会） 
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(３)災害時の歯科医療保健対策 

阪神・淡路大震災（平成７年）では、震災後２カ月以内に死亡した「震災関連死」

９２２人のうち、肺炎による死亡者は２２３人（24.1%）となっており、誤嚥性肺炎

による死亡が多く含まれていたと推測されています。７） 

これらを背景として、札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関す

る協定書(以下「協定書」という。）を 札幌歯科医師会と平成 16 年に締結しており、

災害時に連携して救護活動に従事することとしていますが、毎年、研修会・訓練が

実施されていない状況です。 

誤嚥性肺炎による災害関連死についての普及啓発や救護活動の体制・対応につい

て、平常時から周知する必要があります。 

 

（４）地域における普及啓発 

 歯科口腔保健の推進には地域のボランティアの役割も重要とされており、市民

が地域において活動できる体制の整備が必要です。 

 

○ 取組の方向性 

歯科と医科の治療を円滑に進めるため、医療・介護等関係機関と連携できる体制

の構築を図り、また、在宅医療を担う歯科診療所の増加に努めます。 

障がい者（児）においては、本人や家族などが身近な地域で歯科医療・歯科相談

が受けられるように、口腔医療センターや北海道障がい者歯科医療協力医について

周知を強化します。また、障がい者(児)等の入所施設においては、歯科健診や口腔

ケアの状況等について状況把握を行い、関係する医療・介護専門職、関連事業者等

と歯科医療関係者との連携を図り、継続した口腔ケアを受けられる体制の構築に努

めます。 

 災害時に避難所などで必要な口腔ケアについては、平常時から地域における普及

啓発を行うとともに、札幌歯科医師会との連携を強化します。 

また、歯と口の健康づくりに向けた普及啓発を強化するため、市民がボランティ

アとして身近な地域の中で活動できる体制を整備します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

７）「大規模災害時の口腔ケアに関する報告集」平成 21 年（大規模災害時における歯科保健医療の健康危機

管理体制の構築に関する研究 研究班） 
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○ 具体的取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組・事業 内容 担当部 

医科歯科連携 ・医科と歯科が相互に情報提供する連携体制

についてモデル事業の実施も含めた検討 

（新規） 

保)保健所 

歯科と介護の連携 ・歯科と介護関係者との連携の実態把握と連 

携体制の検討                  （新規） 

・介護施設職員を対象とした研修   （継続） 

保)保健所 

保)高齢福祉部 

在宅医療を担う歯科医師

の人材育成        

・在宅医療を担う歯科医師の人材育成研修 

                      （継続） 

保)保健所 

障がい者(児)が口腔ケア

を受けられる体制の整備 

・障がい者(児)入所施設における歯科受診等 

の状況調査、歯科健診、歯科保健指導の導 

入支援                          （新規） 

・口腔医療センターや北海道障がい者歯科医

療協力医の周知                  （強化） 

保)保健所 

保）障がい福祉部

災害時の応急歯科医療・口

腔ケア対策  

  

・札幌歯科医師会との協定書に基づく研修、

訓練                 （強化） 

・災害時の応急歯科医療及び口腔ケアに関す

る手引書の作成、普及啓発        （強化） 

保)保健所 

さっぽろ 8020 推進員養成 ・地域で活動する市民ボランティアの養成 

（新規） 

保)保健所 
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第４章 推進体制                   

１ 計画の推進 

  歯と口の健康づくりを進めるためには、市民一人ひとりが、歯と口の健康の重要

性を理解し、セルフケアを実践することやかかりつけ歯科医によるプロフェッショ

ナルケアを受けることが大切です。 

また、健康づくりに取り組みやすい環境を整備するためには、関係機関等が連携

し、それぞれの役割に応じて取組を支援し、啓発していくことも重要です。 

今後、関係機関・団体や市民委員で構成する「札幌市健康づくり推進協議会」に

おいて、計画を推進していきます。 

２ 役割 

  「健康さっぽろ２１（第二次）」では、「市民」、「地域」、「企業・関係機関」、「行

政」それぞれが健康づくりに取り組むことを基本戦略においています。 

本計画においても社会全体で８０２０運動を推進していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の進行管理と評価 

主な指標については、毎年度評価指標を算出した上で、「札幌市健康づくり推進協

議会」において、計画の進行状況を把握・評価し、次年度の取組につなげます。 

また、平成３１年度には中間評価を行い、計画の進捗状況・社会状況の変化等を

踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。
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参 考 資 料 
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１ 用語解説 

  

 

 

  

● う蝕 

う蝕=むし歯 

  歯の表面が口腔内細菌の産出する酸

によって歯が溶かされる代表的な歯

の疾患 

● う歯数 

未治療と治療済のむし歯の数 

 

● 1 歳６か月児歯科健診でむし歯にな

るおそれのある幼児（Ｏ2 型） 

う蝕はないが、生活習慣などから将

来う蝕の発症が予想されるもの。下

記のうち２項目以上該当する場合

を「Ｏ2型」とする。(札幌市基準) 

・母乳、ほ乳瓶のいずれか使用し 

ている 

・１日の間食回数が２回以上である 

・ジュース、乳酸飲料、スポーツド 

リンクなど甘味飲料を毎日飲ん

でいるか、週に５００ｍｌ以上

飲んでいる 

 

● 医科歯科連携 

  臨床医学において医科と歯科が協働

し、患者の傷病に対し総合的な治療

にあたること 

 

  

 

● 口腔がん 

顎口腔領域に発生する悪性腫瘍の

総称のこと 

 

 

 

 

 

● 口腔ケア 

口腔内や義歯などを清潔に保ち、Ｑ

ＯＬ（生活の質）を高める目的とし

た機能の維持、向上のためのケアの

総称のこと 

 

● 誤嚥 

  食べ物や異物を器官や消化管内に飲

み込んでしまうこと 

  

● 誤嚥性肺炎 

誤嚥により肺の中に口腔の細菌が

入りこむことで生じる肺炎 

 

● 口腔体操 

口とその周囲の筋肉を動かして咀

嚼力、嚥下する力をつける食事の前

に行う準備運動 

 

 

 

● 在宅療養支援歯科診療所 

在宅等の療養に関して歯科医療面

から支援できる体制等を確保して

いる医療機関のこと。高齢者の心身

の特性、口腔機能の管理、緊急時対

応等に係る適切な研修を修了した

常勤の歯科医師が１名以上配置さ

れていること等施設基準がある。 

 

● 歯周病 

歯を支える組織（歯周組織）におこ

る疾患（歯肉炎・歯周炎）の総称 

この計画における用語等の意味は下記のとおりです。

あ行 

か行 

さ行 
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● 歯肉炎 

歯肉に限定した炎症のことで、歯周

組織までは進行しおらず、歯石除去

やブラッシングによって元の状態

に改善することが可能な病態 

 

● 歯周炎 

歯肉炎が進行して歯周組織まで炎

症が進行している病態 

 

 

● 地域包括ケアシステム 

医療、介護、予防、すまい、生活支

援サービスが連携した要介護者等

への包括的な支援のシステムのこ

と 

 

 

● フッ化物 

フッ素を含む化合物のことで歯の

石灰化、歯質強化作用があり、むし

歯予防に効果的 

 

● 不正咬合 

  歯がふぞろいだったり、上下の顎の

歯ならびが噛み合わない状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

た行 

は行 
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チ

ェ
ッ

ク
、

健
康

相
談

、
交

流
会

、
講

話
、

演
習

　
　

②
　

介
護

認
定

を
受

け
て

い
な

い
6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

③
　

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

　
　

④
　

歯
科

衛
生

士
・
管

理
栄

養
士

や
看

護
師

な
ど

の
専

門
ス

タ
ッ

フ
が

従
事

実
施

回
数

2
4
0
回

参
加

人
数

　
実

　
1
6
0
人

　
　

延
　

1
0
7
7
人

保
）
高

齢
福

祉
部

訪
問

口
腔

衛
生

指
導

①
　

口
腔

ケ
ア

の
方

法
等

の
指

導
②

　
在

宅
で

療
養

中
ま

た
は

介
護

認
定

を
う

け
て

い
な

い
6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

で
通

院
が

困
難

な
方

③
　

対
象

者
宅

　
　

④
　

本
人

・
家

族
・
区

役
所

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
・
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

等
か

ら
の

依
頼

に
よ

り
実

施

回
数

　
0
　

回
保

）
保

健
所

保
)高

齢
福

祉
部

市
民

健
康

教
育

①
　

講
話

等
　

　
②

　
市

民
　

　
③

　
区

民
セ

ン
タ

ー
・
地

区
会

館
等

　
④

　
歯

科
医

師
会

（
各

支
部

）
の

会
員

が
講

師
。

回
数

　
　

　
　

1
0
回

（
各

区
　

1
回

）
参

加
人

数
　

　
3
8
5
人

保
）
保

健
所

区
)保

健
福

祉
部

口
腔

が
ん

予
防

啓
発

①
　

「
口

腔
が

ん
予

防
啓

発
推

進
委

員
会

」
開

催

①
　

早
期

発
見

に
つ

な
げ

る
た

め
の

自
己

観
察

法
を

普
及

啓
発

（
相

談
会

・
イ

ベ
ン

ト
の

実
施

）
③

　
地

下
歩

行
空

間
北

2
条

広
場

、
Ｗ

Ｅ
Ｓ

Ｔ
1
9
等

予
防

啓
発

推
進

委
員

会
  

  
1
回

啓
発

イ
ベ

ン
ト

  
　

　
　

　
　

 　
1
回

（
1
,7

7
6
人

）
相

談
会

　
　

　
　

  
　

　
　

　
　

　
1
回

（
3
8
人

）

保
)保

健
所

高
齢

者
口

腔
ケ

ア
研

修

①
　

要
支

援
・
要

介
護

高
齢

者
の

口
腔

の
改

善
、

機
能

向
上

の
た

め
の

研
修

会
を

実
施

　
②

　
医

療
、

介
護

関
係

職
員

③
　

施
設

ま
た

は
会

場

①
　

口
腔

ケ
ア

の
重

要
性

に
つ

い
て

講
習

会
を

実
施

　
②

　
一

般
高

齢
者

や
そ

の
家

族
　

　
③

　
地

区
会

館
等

④
　

と
も

に
札

幌
歯

科
医

師
会

委
託

研
修

会
　

　
　

　
 　

　
　

　
4
回

（
2
8
1
人

）

一
般

高
齢

者
講

習
会

　
7
回

（
2
4
4
人

）

保
）
保

健
所

保
)高

齢
福

祉
部

①
　

各
種

イ
ベ

ン
ト

・
パ

ネ
ル

展
等

を
実

施
　

　
　

③
　

円
山

動
物

園
等

開
催

回
数

　
7
回

（
口

腔
が

ん
イ

ベ
ン

ト
・
相

談
会

含
む

）
保

)保
健

所

ラ
イ

オ
ン

株
式

会
社

と
健

康
寿

命
延

伸
に

関
す

る
包

括
的

協
定

を
締

結
し

、
む

し
歯

予
防

・
歯

周
病

予
防

等
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

実
施

歯
周

疾
患

検
診

事
業

の
市

民
周

知
の

強
化

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

作
成

イ
ベ

ン
ト

開
催

保
)保

健
所

企
業

と
の

連
携

に
よ

る
普

及
啓

発
(２

７
年

度
）

学
齢

期

２
　

札
幌

市
の

歯
科

保
健

事
業

実
績

（
平

成
２

６
年

度
）

パ
ネ

ル
展

等

保
）
保

健
所

区
)保

健
福

祉
部

乳
幼

児
期

①
　

歯
科

健
診

お
よ

び
保

健
指

導
　

　
②

　
1
歳

6
か

月
児

、
3
歳

児
、

5
歳

児
　

　
③

　
区

保
健

セ
ン

タ
ー

成
人

期
（
妊

娠
期

を
含

む
）

高
齢

期
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札幌市生涯歯科口腔保健推進計画 
「さっぽろ８０２０推進プラン」(案)ご意見募集用紙 

 

札幌市保健福祉局保健所健康企画課  FAX ０１１－６２２－７２２１ 

 

※どのページ・項目へのご意見かが分かるようにご記入ください。 

ページ番号・項目名 ご意見 

  

  

  

  

  

  

（お名前）               （年齢）該当する番号に○を付けてください。 

①19 歳以下 ②20 歳代 ③30 歳代 ④40 歳代 

⑤50 歳代 ⑥60 歳代 ⑦70 歳以上 
                                                

（ご住所） 

                                          
 

 

 

 

 

 

 
 
※ 持参の場合、受付時間は平日の午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分までです。電話による受付

は行っていません。 
※ お名前、ご住所等は集計以外の目的に用いることはありません。札幌市個人情報保護条例の

規定に従って、適正に取り扱います。 

平成 29 年 1 月 24 日（火）必着で、持参または郵送、FAX、E メールなどにより送ってください。 

〒060-0042 札幌市中央区大通西 19 丁目 WEST19 ３階 札幌市保健福祉局保健所健康企画課 

TEL：011-622-5151 FAX：011-622-7221 

E-メール：shikahoken@city.sapporo.jp 

ホームページ：http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkozukuri/shikakeikaku/index1.html 

－41－


